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東
日
本
大
震
災
の
被
害
者
の
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
三
第
四
項
の
施
設
給
付
決
定
等
に
つ
い
て
の
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
に
関
す
る
政

令

参
照
条
文

○

東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
十
九
号

）
（
抄
）

（
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
）

内
閣
は
、
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項

及
び
第
二
項

前
段
、
第
三
条
第
一
項

、
第
四
条
第
一
項

並
び
に
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
特
定
非
常
災
害
の
指
定
）

第
一
条

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項

の
特

定
非
常
災
害
と
し
て
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ

る
災
害
を
い
う
。
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
指
定
し
、
同
日
を
同
項
の
特
定
非
常
災
害
発
生
日
と
し
て
定
め
る
。

（
特
定
非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
）

第
二
条

前
条
の
特
定
非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
と
し
て
法
第
三
条

か
ら
第
七
条

ま
で
に
規
定
す
る
措
置
を
指
定
す
る
。

（
延
長
期
日
）

第
三
条

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
三
条
第
一
項

の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
一
日
と
す
る
。

別添２


